


遺族年金試算申込書 
No.                                              平成   年   月   日 

元 加 入 員 の 会 社 名  元加入員の部署名  

遺 族 （ 受 給 権 者 ） の 

連 絡 先 電 話 番 号 
（       ）       － 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （       ）       － 回 答 方 法 

（希望する方法に○印

および送信先を記入） 

電 話 

Ｆ Ａ Ｘ 

メ ー ル メールアドレス  

元 加 入 員 の 氏 名                         ○印  

元加入員の生年月日 大正 ・ 昭和       年     月     日 （      歳） 

元加入員の加入員番号           

死 亡 年 月 日 平成   年   月   日 

一般試算 

構造改革適用試算 試  算  選  択（※1） 

過去遺族年金試算 

選択済    一時金型   繰延型   満了型 

   一時金型   繰延型   満了型 雇 用 形 態 選 択 
未選択 

都道府県別給与支給率（    ％） 

賃 金 上 昇 率(※2)        ％（１．００～１．９９） 例：年３％上昇の場合、１．０３と記入する。 

賞 与 支 給 率(※3)        ｶ月（年間賞与月数） 

遺 族 （ 受 給 権 者 ） 

カ ナ 氏 名 
                         ○印  

遺族（受給権者）性別 １ 男    ２ 女 

遺族（受給権者）続柄 １ 妻  ２ 子  ３ 孫  ４ 父 ５  母  ６ 祖父  ７ 祖母  ８ 夫 

遺 族 （ 受 給 権 者 ） 

生 年 月 日 
大正 ・ 昭和 ･ 平成   年   月   日 

子 の 人 数 (※4) 人 （子の人数を記入してください) 

遺 族 基 礎 年 金 受 給 

資格の有無   （※５） 
  有 ・ 無 

※１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 

※３ 

※４ 

※５ 

試算選択 

「構造改革適用試算」 

ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ファシリティズにおける退職再雇用制度を前提とした試算を行います。 

したがって、次の方は、「構造改革適用試算」選択してください。 

   ⅰ）既に雇用形態（一時金型、繰延型、満了型）を選択済の方 

   ⅱ）現在５０歳以下の方で、５０歳時点で雇用形態を選択した場合の試算をされた方 

「一般試算」 

「構造改革適用試算」以外は、「一般試算」を選択してください。 

この場合は、上記各社の退職再雇用制度の適用がないとの前提での試算となります。 

記載された賃金上昇率で構造改革適用試算は現在から５０歳まで、一般試算は現在から５５歳までの賃金

が上昇したという前提で年金額を試算します。 

記載された賞与支給率で現在から６０歳まで各年の賞与が支給されたという前提で年金額を試算します。 

「子」とは、１８歳未満の子または２０歳未満の障害（１・２級）の子です。 

「遺族基礎年金」とは、１８歳未満の子、２０歳未満の障害（１級または２級）の子または子のある妻に対して

社会保険庁から支給されます。 

担当者受付印

 




